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１ 電子商取引に関する税務上の論点 

近年、インターネットを含む情報通信技術やデジタル化技術の進歩には想像を超えるも

のがある。電子的な情報ネットワークを介した商取引を総称する電子商取引（Eコマース）
は、経済のグローバル化を促進させ、取引の簡略化や効率化をもって従来のビジネス環境

の発展に大きな影響を与えている。反面、こうした取引が対外的に見えにくく、本質的に

ボーダーレスの性格を有していることより、伝統的な商取引を前提とした従来の課税制度

が現代の電子商取引に十分に対応できるかにつき、いくつかの課題を投げかけている。す

なわち、当事者の取引目的や効果が同じであっても、伝統的な商取引の形態を取るか、あ

るいは電子商取引を取るかによって、課税関係が異なる可能性が出てきたのである。この

基本的な問題点としては、以下が考えられる。 
 
（1） 外国法人が国内に支店等を設置する代わりに、電子商取引によって営業を行う場

合、恒久的施設を有さないものとして課税ができなくなる可能性がある（直接税

の問題＝恒久的施設の概念） 
（2） 内国法人が、外国法人からソフトウェア等のデジタル財を購入する際に、

CD-ROM 等の有形記録媒体を購入する方法とインターネットからダウンロード

する方法が考えられるが、取引の成果としての機能には差異がないのにもかかわ

らず、販売による事業所得とされるか著作権等の使用料とされるかによって課税

関係が異なってくる（源泉徴収の問題＝所得分類の適用） 
（3） 物の輸入と異なり、インターネットによるデジタル財の購入では取引相手の外国

事業者の所在地が国外であれば、原則として消費税が課税されないことになる（間

接税の問題＝消費税の課税範囲） 
 
国境を越える取引において課税の取扱いに相違が生ずることとなると、国家間における

課税権の競合をいかに整合性ある形で収斂させていくかという問題が生じてくる。電子商

取引に関連して、1998年の OECD租税委員会レポート「電子商取引：課税の基本的枠組み」
では、課税の一般原則として、①中立性－電子商取引による取引形態と伝統的な取引形態

の間で、課税上の取扱いが中立かつ公平であること、②効率性－納税者及び課税当局側の

コンプライアンスコストが最小限であること、③確実性及び簡素性－課税ルールが明確か

つ簡単に理解されるべきものであること、④実効性と公平性－容易に実行可能でありかつ

公平が保てる課税制度であること、⑤柔軟性－今後将来の技術革新及び E ビジネスの発展
に対応できるような柔軟な課税制度であること、について提言しており、加盟国間におい

て今後の国際的取引に対応するものとして合意を得ている。以下の各章では、上記の各課

題について OECDや諸外国における扱いに留意し、我が国における税務上の取扱いについ
て検討する。 
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２ 電子商取引と恒久的施設 

(１) 問題点の指摘 

インターネットにおける外国法人の電子商取引に関する所得課税の取扱いについては、

従来の法人税法及び同施行令、施行規則、通達等に直接的な規定がなかった。そのため、

事業者である外国法人の自社サーバー、レンタル・サーバーあるいはウェブサイトの国内

での有無、ウェブサイトにおける事業活動内容等により、所得課税の取扱いがどうなるの

か明らかではない。 
現行税制において、外国法人の電子商取引に関する所得課税の判断のポイントは、何で

あろうか。まず、法人税の一般原則からすると、内国法人は、その全世界所得が法人税の

課税所得となり総合課税方式で課税されるのに対して（法 5）、外国法人は、原則として、
国内源泉所得のみが法人税の課税対象となる（法 4②、法 9、法 138、法 141、法 145③）。
外国法人は、法人税法第 141 条各号に掲げる区分に従い国内源泉所得に対して総合課税方
式あるいは源泉分離課税方式により課税される。また、国内に恒久的施設を有しない外国

法人は、たとえ国内源泉所得であっても事業所得に対して法人税を課税されない（法 141）。 
外国法人が国内に恒久的施設を保有する場合、当該恒久的施設に帰属しなくてもすべて

の国内源泉事業所得に課税する方法を総合主義(entire method)といい、外国法人が国内に
恒久的施設を保有する場合、恒久的施設に帰属する所得にのみ課税する方法を帰属主義

（attributable method）という。法人税法で定められている外国法人の恒久的施設に対す
る課税原則は、基本的には総合主義である。すなわち、外国法人が日本国内に恒久的施設

を有していた場合には、当該外国法人の日本源泉所得は、当該恒久的施設に帰属しなくて

も課税されることになる（法 4②）。 
したがって、外国法人による電子商取引の課税上の取扱いについては、①外国法人の所

得源泉地、②所得区分（事業所得かあるいは源泉税課税対象となる他の所得か）、③事業所

得の場合の恒久的施設の有無が、判断の基準となってくる。 
しかしながら、法人税法上総合主義が採用されていても、日本が締結している租税条約

が帰属主義を採用していれば、これを優先して帰属主義により課税されることになる。現

在日本が締結している租税条約のうち、日本パキスタン租税条約以外の租税条約では帰属

主義を採用している。すなわち、租税条約締約国の居住法人である外国法人による電子商

取引の課税上の取扱いについては、上述の 3 つの判断基準に加え、④事業所得の恒久的施
設への帰属もポイントとなる。 
伝統的な商取引と異なり、インターネットを利用した電子商取引の場合、サーバーある

いはウェブサイトの設置場所の選定には、事業者側にかなりの自由度がある。したがって、

サーバーあるいはウェブサイトの設置場所を恒久的施設と判断するのであれば、設置場所

の認定基準によっては、所得課税の結果に重大な差異を生じる可能性がある。そこで、こ

の章では、上記 4 つの課税判断基準の中で、③恒久的施設の有無による課税問題について
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検討する。 
 

(２) 法人税法における恒久的施設概念  

法人税法において、恒久的施設の直接的な定義規定はないが、昭和 37年度の税制改正で
恒久的施設の概念が導入されている。 
昭和 36年の法人税法では、外国法人の事業所得については、当該外国法人が日本に「事
業」を有する場合に納税の義務があるとしていた。当時、日本が租税条約を締結していた

国との間では、日本国内に「恒久的施設」を有する場合に事業所得課税を受けることにな

っていた。「恒久的施設」の概念については、条約上比較的詳細な規定があったが、国内法

上どのような場合に日本に「事業」を有するとみなされるかは明らかではなく、従来その

実際上の適用についても問題があった（税制調査会『税制調査会答申関係資料集』（第 2分
冊）（1962年 3月）P.901）。そこで、昭和 37年度税制改正では、恒久的施設概念を導入し
たが、日本に恒久的施設を有する外国法人に対しては、事業所得の他日本の源泉から取得

する全所得につき総合合算して課税する総合主義を維持することにした。 
このように法人税法上、外国法人の事業所得課税では、事業所得が国内の恒久的施設に

帰属することは要件とされず、国内に恒久的施設というネクサス（関連性）があれば、課

税されることになる。法人税基本通達 20-2-1 は、恒久的施設となる「事業を行う一定の場
所」に、「農園、真珠やかきの養殖場、事業活動の拠点となるホテルの一室、展示即売場等」

が含まれると例示列挙しているが、これは限定列挙ではなく、電子商取引については言及

がない。 
国内法あるいはその関連規定において明確な判断基準がない場合、1 つの対応策として、

OECD 租税委員会の意見を参考として、国内法における恒久的施設の範囲を解釈する方法
が考えられる。そこで、OECD 租税委員会における電子商取引と恒久的施設に関する議論
を検討してみる。 

 

(３) OECDにおける議論の経緯 

OECD 租税委員会は、これまで電子商取引に関する直接税の課税上の問題について、下
記の報告書等を公表している。 

 
① 1999年 10月「電子商取引：恒久的施設の現行定義の適用について」１ 
② 2000年 3月 3日「電子商取引の内容と恒久的施設の定義の適用：OECDモデル条約 5
条に係るコメンタリーでの分類案、意見募集のための案（改訂版）」２ 

③ 2000年 3月 24日「電子商取引から生ずる租税条約上の定義問題」３ 
④ 2000年 12月 22日「電子商取引における恒久的施設の定義の適用の分類：モデル条約

第 5条のコメンタリーに対する修正」４ 
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⑤ 2001年 2月 1日「電子商取引から生ずる租税条約上の分類問題」(電子商取引支払の租
税条約上の分類に関するテクニカリー・アドバイザリー・グループから OECD租税委
員会第 1作業部会への報告書)５ 

 
OECD 租税委員会におけるこれまでの議論では、①電子商取引と恒久的施設の定義との
関係及び②租税条約上の分類問題についての解釈指針が示され、今後は、③電子商取引で

の恒久的施設に帰属する事業所得の算定方法６と④事業の管理支配地の判定基準７について

議論が進められている。 
OECD 租税委員会では、これまで主としてウェブサイトとサーバーを分けて、次のよう
な議論が展開されてきた。 

① ウェブサイト 

ウェブサイトは、ソフトウェアと電子データの組合せで構成されており、有形固定資産

ではない。したがって、ウェブサイトそのものは、OECD モデル条約第 5 条（恒久的施設
の定義）に関するコメンタリー、パラグラフ 2 で規定するところの「事業の場所（建物、
機械あるいは機器のような設備の存在）」に該当せず、ウェブサイトそれ自体では恒久的施

設には該当しない。また、ウェブサイトを載せる取り決めは、原則的にはウェブサイトを

通じて事業を行う企業が恒久的施設を有することを意味せず、インターネット・サービス・

プロバイダーは、通常他の企業の恒久的施設を構成する代理人には該当しない。 

② サーバー 

企業が、サーバーを国内に保有し（または、リースを受け）、ここにウェブサイトを設け

て、事業を行っている場合には、OECD モデル条約第 5 条の条件を満たせば、恒久的施設
に該当する可能性がある。すなわち、恒久的施設に該当するためには、①事業を行う場所

が物理的に存在し、②一定期間固定しており、かつ、③そこで事業が行われていることが

判断基準となる。コンピューター機器が一定の場所にあるという要件を満たせば、恒久的

施設に該当する可能性があるが、サーバーは店舗等と異なり移動が容易なため、事業を行

う一定の場所を構成するためには、一定の場所にサーバーが十分な期間設置されている必

要がある。ここで、サーバーを移動する将来の可能性は判断材料とされず、実際にサーバ

ーを移動したか、あるいは一定期間当該場所に設置されていたか否かにより、恒久的施設

の有無を判断する。OECD 租税委員会で合意に達した結論では、サーバーのようなコンピ
ューター設備が置かれている場所は、一定の状況下で恒久的施設となり得るが、そのため

には当該場所で遂行される機能が重要であるとともに、企業の事業活動にとって本質的な

いし中核的部分であることを要することとされた。 
企業が、国内で他社からレンタル・サーバーを借りて、ウェブサイトを運営していた場

合には、恒久的施設の要件である事業の場所の物理的存在に該当するかが問題となる。 

OECDモデル条約第 5条（恒久的施設の定義）に関するコメンタリー、パラグラフ 4で規
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定する「事業の場所」とは、単に企業の自由になる、ある一定の量の場所を有することで

あり、必ずしもその場所を企業自ら所有している必要はない。例えば、賃貸オフィスに支

店を設けていれば、恒久的施設に該当し、必ずしもオフィスの建物の全部あるいは一部を、

当該企業が所有している必要は全くない。 
しかしながら、オフィス（建物の全部あるいは一部）、ゲーム機あるいは自動販売機等の

自動装置を賃貸している場合とは異なり、レンタル・サーバーの利用者は、一般的に、当

該レンタル・サーバーの特定の物理的スペース、サーバーの運営あるいは所在場所を指定

する権利を持たない。すなわち、レンタル・サーバーでは、インターネット上に接続して

いるサーバーであれば、ホームページの容量、メールボックスの容量、接続回線の通信量

あるいは通信速度が問題とされ、どのレンタル・サーバー機の物理的にどの部分を割り当

てられるか、あるいは、レンタル・サーバーそのものがどこの国に所在しているかは、あ

まり意味を持たない（レンタル・サーバー機は、有形固定資産ではあるが、自動販売機あ

るいはゲーム機のように、明らかに事業者が設置場所で事業を行うことを目的としている

とは必ずしも言えず、レンタル・サーバーの所在場所はレンタル・サーバーの利用者の事

業場所とは断定できないと考えられる。事実、国内の事業者が国内の消費者を対象とした

電子商取引を行う場合においても、コストの安い海外のレンタル・サーバーを利用する例

が多くみられる）。したがって、ウェブサイト単独では、恒久的施設の一構成要素である有

形固定資産に該当しない以上、国内のレンタル・サーバーを利用して、そこにウェブサイ

トを開設しているという事実のみでは、恒久的施設を国内に保有していることには該当し

ないものと考えられる。しかしながら、他の要素により、例えば、国内のレンタル・サー

バーに開設されている通信販売用注文取得ウェブサイトのメンテナンス、取得注文情報に

よる発注、出荷指示等に従事する者が、国内に常駐すれば、恒久的施設が国内に所在する

可能性がある。 

③ 恒久的施設の構成要素としての場所の意味と人間の関与 

前述のとおり、その国に所在しているサーバーを利用してウェブサイトを開設している

という事実だけでは、必ずしも恒久的施設が存在することにはならないが、サーバーを所

有しているかレンタルしているかにかかわらず、企業が国内で当該サーバーを操作、維持

し事業を行っていると見ることができれば、ゲーム機あるいは自動販売機と同様に、国内

の恒久的施設に該当する可能性がある。 
しかしながら、なお、ゲーム機あるいは自動販売機が場所を移動することにより既存の

顧客を失うのに対して、サーバー機は場所を移動しても、顧客からの商品またはサービス

へのアクセスには全く影響を与えない。 
恒久的施設に該当するか判定するためには、単に有形固定資産としてのサーバーの所在

場所だけではなく、国内において当該サーバーへの人間の関与の形態あるいは状況により

判断が分かれるか否かが問題となる。OECD レポートでは、サーバーが恒久的施設に該当
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するか否かの判断において、人の存在は検討しなくても良いと述べている。例えば、油井

における石油ポンプは、人が常駐しなくても自動的に石油汲み上げを続けるので、その油

井は、人の存在を必要とせずに恒久的施設に該当する。 
恒久的施設の有無の判定のための自動装置に対する人間の関与の問題については、

OECD における議論でも様々な意見がでた。例えば、恒久的施設の構成要素として、人間
の関与は必要ないとの意見においては、重要なポイントとして、当該企業の事業の本質及

び自動装置を通じた活動が収益をもたらすコアの活動であるかをどのようにとらえるのか

という点が問題とされる。一方、恒久的施設の存在には、人間の関与が必要とされるとい

う意見においては、当該人間の関与は、国内で行われるものに限定されるのか、あるいは

海外からの関与（インターネット上のウェブサイトのメンテナンスはインターネットを通

じて世界中どこからでも可能である）はどのようにとらえるのかという問題が残る。 
ただ、人間の関与が存在すれば、恒久的施設に該当する可能性が高くなることだけは確

かである。OECDコメンタリー、パラグラフ 2では、「事業を行う一定の場所を通じて企業
の事業が行われること」は、「通常、様々な形で企業に従属的な者が、その一定の場所が存

在する国でその企業の事業を行うことを意味する」としているので、必ずしも当該企業の

正式な社員だけではなく、もっと広い範囲の関与者が、恒久的施設の判定要素に含まれる

可能性がある。 

④ 準備的または補助的活動に該当する電子商取引活動 

電子商取引活動であっても、従来の伝統的な商業活動と同様、恒久的施設に該当しない

準備的または補助的活動が存在する。準備的または補助的活動は、OECD モデル条約第 5
条パラグラフ 4 に規定されている。OECD レポートでは、①供給者と消費者との間の通信
手段の提供（例えば、電話線）、②商品やサービスの広告宣伝、③セキュリティー及び効率

化目的でのミラー・サーバーによる情報リレー、④事業活動のためのマーケット情報の収

集活動、⑤情報提供機能を、準備的または補助的活動として例示列挙しており、これらの

活動は恒久的施設に該当しない。 
しかしながら、電子商取引活動の全部または一部が、準備的または補助的活動に該当す

るか否かは、企業が国内に設置しているコンピューター関連機器がどのような機能を果た

しているのか、検討する必要がある。たとえ上記例示列挙した準備的または補助的活動の

項目に該当しても、当該活動が企業の事業活動全体の重要な部分を構成したり、事業の他

の中心部分がコンピューター機器で遂行されているのであれば、当該コンピューター機器

は恒久的施設に該当することになる。典型的な例としては、インターネット・サービス・

プロバイダーは上記例示列挙の業務を行うが、これらの業務はプロバイダーにとっては主

要な業務であって、プロバイダーのサーバーでこれらの業務が遂行されていれば、当然プ

ロバイダーの恒久的施設が存在することになる。 
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(４) 恒久的施設概念の限界 

OECD租税委員会は、1999年 10月の報告書で、課税の一般原則として、①中立性、②
効率性、③確実性及び簡素性、⑤柔軟性について提言している。電子商取引に関する課税

上の取扱いについて、物理的存在に根拠をおく伝統的な恒久的施設概念に依拠した OECD
租税委員会の結論は、上記課税の一般原則を満たしたであろうか。 
恒久的施設は、所得源泉地国に存在したときに、そこに帰属する所得のみ（帰属主義）、

あるいは、源泉地国から発生する所得すべて（総合主義）に対して課税するための基準で

ある。従来の恒久的施設概念は、源泉地国に事業を行う一定の場所か代理人の物理的な存

在を要求していた。例えば、A国の居住法人が、B国国内に恒久的施設を設け、そこにおい
て消費者に商品・製品を販売すれば、当該販売活動から生ずる所得は、B国において課税さ
れたが、B 国国内に恒久的施設を有せず、A 国から B 国消費者に直接輸出すれば、この事
業所得に対して B国は課税しない。 
電子商取引に関して、OECD 租税委員会は、①ウェブサイトそのものはソフトウェアと
データベースから構成され物理的な事業を行う一定の場所ではないため恒久的施設には該

当しない、②源泉地国において他の者のサーバーをレンタルしウェブサイトを開設しても、

単にプロバイダーの磁気的スペースを借りているだけで、物理的な機械装置の特定の部分

に関して管理支配権を有しているわけではないので、恒久的施設には該当しない、③事業

を行う外国法人が自ら源泉地国内にサーバーを設置して事業を行っている場合には、恒久

的施設に該当する可能性がある（ただし、当該サーバーが補助的準備的活動のみに従事し

ている場合には恒久的施設に該当しない）、との見解を示した。 
すなわち、OECDは、国際間の電子商取引から発生する所得に対する課税方法としては、
従来からの物理的な恒久的施設概念を捨てず、これをそのまま電子商取引に適用して課税

関係を整理していく方針を固めた。電子商取引は物理的な事業所を介さない目に見えない

取引が行われるため、理論的にも従来型取引に比べ課税対象範囲が狭まる可能性があり、

また、課税執行上捕捉が困難になる危険性もある。 
インターネットを通じた電子商取引では、A国居住法人は、B国国内に物理的な恒久的施
設を保有しなくても、B国消費者に直接アクセスできる（あるいは、逆に言えば、B国消費
者が A 国居住法人の販売活動に直接アクセスできる）ようになる。すなわち、従来の恒久
的施設概念だけを基準にすると、同じような販売活動でも B 国内の店舗を窓口にする場合
には恒久的施設に対して課税されるが、A国にあるサーバーからインターネットのウェブサ
イトを通して B 国消費者に対して販売すれば、B 国の課税を回避することができる。ここ
で、従来外国法人が源泉地国において恒久的施設を通じて消費者に対面して営業していた

のと同様に、源泉地国の消費者の自宅のパソコン画面上にあたかも外国法人の店舗が出現

したかのように、商品、製品あるいはサービスが販売される状態が、外国法人の販売活動

ウェブサイトの物理的サーバーが存在しないという理由で課税対象から除外され、源泉地

国での課税範囲は減少していくことになる。有形資産の輸入の場合には、インターネット
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による海外サーバー・ウェブでの注文輸入は、従来の国際郵便による通信販売輸入と同じ

と解釈することも可能かもしれない。一方、デジタル財のインターネット上でのダウンロ

ードについては、物流による取引把握が困難であるため、課税上の影響が大きくなること

が想定される。 
また、デジタル財あるいは非デジタル財の区別に関わりなく、国内に設置されているサ

ーバーで広告宣伝活動のみを行い、本来の事業での注文取得販売活動を国外のサーバーで

行っていれば、国内に恒久的施設は存在しないと判断されよう。しかし、国内サーバーの

ウェブサイト上のページで注文取得販売活動を行うケースが恒久的施設となるのであれば、

国内サーバー上のウェブサイトでは広告宣伝活動のみ行われ、この広告ページからリンク

されている国外サーバー上の日本語注文取得ページで注文する場合と、消費者の観点から

は全く違いが判別できないにもかかわらず、恒久的施設の有無に相違をもたらす可能性が

ある。このように、電子商取引の具体的事例においては、「当該場所で遂行される機能が重

要であるとともに企業の事業活動にとって本質的ないし中核的部分であるか否か」の判断

は難しい面がある。 
サーバーは物理的機械装置として自動販売機に比喩されることが多いが、自動販売機の

場合には源泉地国で直接消費者に接する必要があるのに比べ、サーバーはインターネット

につないである限り、世界中どこに設置しても、全く同じように事業が行える。したがっ

て、タックスヘイブンにウェブ・サーバーを設置すれば、インターネット経由で世界中ど

この市場に対して営業活動を行っても、容易に課税回避が可能になる。 
前述のとおり、電子商取引においては、サーバーという物理的存在において、企業の事

業活動にとって本質的ないし中核的部分である重要な機能を遂行している場合のみ、恒久

的施設の存在が認められることになる。インターネット利用の電子商取引においては比較

的容易なサーバー移設により物理的不存在を実現させることが可能である。また、たとえ

サーバーを国内に残しておいたとしても、企業の事業活動にとって本質的ないし中核的部

分である重要な機能を国外サーバーに割り当てれば、比較的容易に課税回避が可能なので

あるから、OECD 租税委員会の課税の一般原則のうち、中立性、確実性及び簡素性、実効
性及び公平性は、伝統的な恒久的施設概念では十分に満たせなくなってきていると言うこ

とができる。 
 

(５) まとめ 

現在、電子商取引に係る外国法人の恒久的施設の定義については、法人税法における取

扱いは不明確なままである。我が国においても電子商取引の発展に伴う恒久的施設の概念

の議論は活発であるが、その基本的考え方及び課税の原則については国際的協調の中でそ

の妥当性及び実施可能性を問う必要がある。例えば、OECD 租税委員会は、当面従来の恒
久的施設概念を、新しい電子商取引にも適用して、租税制度の整理を図ろうとしている。
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ここでは、電子商取引におけるサーバーは、一般的にインターネットを利用した事業活動

上、その物理的な設置場所が重要な意味を持たないにもかかわらず、当該場所が恒久的施

設の有無及びその機能が判断基準になっている。こうした PEの解釈論ではもはや課税の安
定性は確保できず、課税権の確立が困難になることが想定される。 
恒久的施設概念のもとでは、電子商取引に対して、旧来型の商取引と経済的に近似した

取引であっても、前述のとおり恒久的施設に該当するサーバーの有無及びサーバーの機能

の内容により、全く異なる課税上の取扱いをする可能性がある。加えて、サーバーを軽課

税国に設置したり、あるいは恒久的施設と認定されるのに十分な期間が経過する前に繰り

返し他国へ移動していく等、租税回避手段の容易なこともあって、課税の公平性及び法的

安定性が維持するのが難しくなり始めている。 
恒久的施設概念はその発展の歴史の中で、いわゆる支店等の事業所から、長期にわたる

建設場所あるいは代理人へと、恒久的施設の範囲を広げ、経済的実態が近似する取引に対

しては、公平な整合性のある課税を目指してきた。しかしながら、恒久的施設がそもそも

物理的存在に根拠を求める概念のため、電子商取引の形態に対しては、恒久的施設概念を

修正拡大する方法では、十分対応できない。外国法人の事業所得課税が、総合主義によろ

うと帰属主義であろうと、恒久的施設概念に根拠を置くのであれば、電子商取引に対して

は、所得課税の課税技術上限界があり、電子商取引を利用した経済活動への課税の一般原

則が損なわれる危険性がある。今後発展を続ける国境を越えた電子商取引に対しては、従

来の恒久的施設概念に基づく所得課税とは異なる課税原則（例えば、消費課税）の研究が

必要となってくるであろう。 
 

３ 電子商取引に係る所得分類 

(１) 本章の概要 

電子商取引は従来の取引とは異なり、少額の費用で、迅速かつ容易に不特定多数の者に

情報やサービス等を提供することができるため、この特性を商業取引に利用する例が急増

している。その反面、こうして新たに出現してきた取引形態に、従来の税制が対応できて

いるかという疑問について検証を迫られている。そのうちの 1つに所得分類の問題がある。
例えば、内国法人がビジネス用のソフトウェアといったデジタル財を外国法人から購入す

る場合、CD-ROM等、有形記録媒体のパッケージによって購入する場合とインターネット
によりダウンロードして購入する場合があるが、これらは取引の成果として機能的に差異

はない。しかし、この取引が販売による所得として事業所得となるか、著作権等の使用料

による所得となるかにより課税上の取扱いに差異が生ずる。 
しかるに、現在の法規定ではソフトウェアに代表されるデジタル財の購入について所得

を明確に判断することが困難であり、諸外国との取引について、それが国内法上または租
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税条約上どの所得分類の適用を受けるかにつき見解が分かれることがある。国内に恒久的

施設を持たない非居住者については、国内における事業所得は非課税になるが、投資所得

である使用料については源泉徴収による課税権が及ぶため（所 212①）、課税の範囲を含め、
電子商取引という新たな環境の中においてより明確な判断基準を設けることが望まれる。

また、この問題の原点には、課税権の配分をどのように考えるかという、今日の電子商取

引の環境下における根源的議論があり、これを避けて通ることができない。本章では、先

に我が国の使用料を巡る法関係等について述べ、次に国家間の課税権の配分についての考

察を行う。 
 

(２) 使用料の範囲 

① 税務上の取扱い 

電子商取引においては、インターネットを介したデジタル財の購入取引が問題になるが、

取引内容はソフトウェア（コンピューター・プログラム等）、情報提供（データベースの使

用等）、アミューズメント配信（音楽、映像等）、通信・放送サービス、金融サービス、法

律相談等の専門的サービス、技術サービス等、多岐に及んでおり、その対価の支払いが物

の譲渡や人的役務の提供に対するものであるか、知的所有権の使用に係るものであるかに

よって課税関係が異なる。 
我が国では国内源泉所得となる使用料を、「国内において業務を行う者から受ける使用料

または対価で当該業務に係るもの（所 161七、法 138七）」と定めている。この対象には以
下がある。 

 
ア. 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれら
に準ずるものの使用料またはその譲渡による対価 

イ. 著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）の使用料またはそ
の譲渡による対価 

ウ. 機械、装置その他政令で定める用具の使用料 
 
このうち、電子商取引に関係するものとして、ア.及びイ.がある。ア.については、工業所
有権その他の技術に関する権利若しくはノウハウ等の使用等がインターネットを通じてな

されることがある。ただし、これは電子商取引固有の問題ではなく、伝統的な取引形態に

おいてもその判断は同様と考えられる。「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技

術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」の使用料とは、技術等の実施、使用、採

用、提供若しくは伝授等につき支払いを受ける対価の一切（所基 161-23）をいうことから、
技術サービスや工業的所有権等に係る専門サービスの提供はここにいう使用料に該当する

ものと考えられる。 
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ここで問題となるのが、「特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」とさ

れるノウハウ等の使用等であろう。使用料には過去の研究、技術開発、知識及び意匠等に

よる確立された知的所有権の使用に対する対価の支払いが含まれており、それが登録され

ているかどうかは必ずしも問わない。あくまで、独自の考案または方法を用いた生産方式

やこれに準じる秘訣、秘伝といった特別に技術的価値を有する創作の使用等がある場合の

支払いを対象とする。そのため、インターネットを通じた情報提供やソフトウェアの購入

についても、その内容によってはノウハウ等の使用等があったのではないかという解釈も

成り立つ。しかし、ここでは特別の技術による生産方式に準ずるものの提供または伝授が

前提となるため、その提供されたコンテンツやソフトウェアの機能等がこの特別な技術に

よる生産方式若しくはこれらに準ずるものでない限り、使用料には該当しないものと考え

られる。 
なお、海外における技術動向や特定製品の生産高といった情報の提供等は、ノウハウで

はなく人的役務の提供に該当するものとされている（所基 161-22）。 
イ.の著作権の使用等は、電子商取引において最も問題となる分野である。「著作権の使用
料またはその譲渡による対価」は、所得税基本通達 161-23（技術等及び著作権の使用料の
意義）により、「著作物の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画

化、その他著作物の利用または出版権の設定につき支払いを受ける対価の一切」とされる。

ここで著作物とは、著作権法第 2条第 1項 1号の著作物をいうものとされ（所基 161-23）、
著作権とは著作物について著作者に認められる権利とされる。また、著作物の利用とは、

著作権法第 63条（著作物の利用の許諾）に規定する「著作物の利用」と同義の概念と解さ
れている。このように今日の税法においては、著作権に関する使用料について著作権法の

借用概念が用いられている。 

② 著作権法上の取扱い 

著作権法は著作物等に関し著作者の権利を保護し、以って文化の発展に寄与することを

目的としている（著 1）。ここで著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであ
って、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義され（著 2①一）、その媒
体が何かは問題とされない（著 17②）。1985 年及び 1986 年の著作権法改正により、プロ
グラム及びデータベースが著作物に含まれることが明示されるようになったが（著 10①九、
著 12の 2①）、これらはコンピューターの効率的作動を目的とし、日進月歩のソフトウェア
を表現の創作性に重点を置く著作権法の概念に馴染まないとの見解もある。同法第 10条第
1項は例示列挙であり、著作物とはあくまで、①思想または感情の創作的表現であり、かつ、
②文学、学術、美術または音楽の範囲に属することという同法第 2 条第 1 項 1 号の基本要
件により決定される。そのため、プログラム等は直ちに著作物となるのではなく、この定

義規定に照らして判断されなければならない。 
ソフトウェアには、コンピューター・プログラム及びこれに関連する資料のすべて、つ
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まり情報システムを開発し、それを活用するための技術、プログラム及びプログラム・ド

キュメンテーション、ノウハウ等が含まれるが、通常、ソフトウェアとプログラムは、ほ

ぼ同義に使用される。コンピューター・プログラムは、「電子計算機を機能させて一の結果

を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの（著

2①十の二、著 10③）」とされ、データベースは、「論文、数値、図形その他の情報の集合体
であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成

したもの（著 2①十の三）」とされる。そのうち、「その情報の選択または体系的な構成によ
って創造性を有するものは著作物として保護する（著 12の 2①）」規定がある。 
著作権法における著作権はいくつかの権利の束と考えられ、それには複製権、貸与権、

領布権、翻訳権、翻案権及び2次的著作物の利用に関する権利等が含まれる（著21から28）。
これらの権利は財産権であり、全部または一部を譲渡することが可能である（著 61）。また、
同法第 30条によれば、著作物の私的使用のための複製は著作権法の対象外とされ、同法第
47条の 2には、プログラムの著作物の所有者が自ら当該著作物を必要と認められる限度に
おいて当該著作物の複製または翻案することは、著作権の保護の及ぶものではない旨の規

定がある。 

③ 判断基準の検討 

使用料が問題となるのは、国内事業者が事業として著作権を使用する場合であり、それ

は目的別に、ソフトウェアに代表されるデジタル財を自らが使用する場合と業務として他

者に販売する場合に大別される。外国法人等との取引については各国との租税条約が優先

されるが（所 162、法 139）、租税条約に定義がない場合や租税条約がない国との取引につ
いては国内法が基本となる。しかし、現在の国内法においては著作権法全般に判断基準を

ゆだねる形になっており、使用料の認定に関する税務上の判断についてはいくつかの解釈

が生まれる余地がある。特に、著作権の使用等につき問題になりやすいインターネットに

よるソフトウェアのダウンロード等については、以下の問題が生じている。 

ア 自社使用目的の場合 

外国法人よりインターネットによりソフトウェアの提供を受ける場合、その使用目的が

自社の内部利用や管理目的である場合、当該ソフトウェアの使用等は、現行法により、「著

作物の利用等につき支払いを受ける対価の一切をいう」ため、広範囲に使用料の認定が行

われることが考えられる。しかし、CD-ROM等により同様のパッケージソフトを購入する
取引との均衡、つまり異なるキャリアメディアを媒体とする取引との中立性が問題となる。

これはソフトウェアがインターネットにより配信される場合であっても CD-ROM 等で供

与される場合であっても、その経済的実体は何ら変わらず、実務上、両者を区別すること

が困難なためである。 
パッケージソフトは、著作権法第 21条に規定する複製権に基づく「プログラムの著作物」

の複製物であるが、CD-ROM等によるソフトウェアの譲渡対価については、一般に、著作
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権の譲渡や使用とは直接関係がなく、書籍等の譲渡と同様に事業所得に該当するものとさ

れる。ただし、所得税基本通達 161-24(1)では、工業所有権等の使用につき、その対価が使
用回数、期間、生産高またはその使用による利益の額に応じて算定される場合、使用料に

該当するとしている。そのため、ソフトウェアの複製物の譲渡対価の内容について、使用

の対価に相当する部分がないかを検討することが要求される。ところが、サイト・ライセ

ンスやシュランクラップ・ライセンス等に対しては、ユーザーにしてみれば、オリジナル・

プログラムの複製物（コピー版）を一定額で購入することが通常であり、ライセンス契約

等において特に著作権の使用等の対価として支払いが明示されない限り、使用料として主

体的に源泉税を識別していくことは一般的ではない。購入価格の分析にしても、パッケー

ジソフトをインターネット経由で購入する場合、ユーザー側にはその対価の設定方法等が

明らかにされないことがあるため、当該取引対価中に使用料部分が含まれるか識別するこ

とは難しい。 

イ 販売目的の場合 

外国法人よりコンピューター・ソフトウェアが輸入代理店等を通して輸入販売される場

合、ソフトウェアがパッケージソフトとして CD-ROMやディスクによって外国法人より供
与されることがある。この外国法人と国内の輸入代理店等との間にソフトウェアの複製権

を取得するための契約があり、その対価として支払いが発生する場合には著作権の使用が

あるものと考えられる。あるいは、外国法人より CD-ROM等の形態でソフトウェアが輸入
され、それが国内のユーザーに提供される場合、輸入代理店側に複製権がないことが明確

である場合は、輸入した CD-ROM等を国内のユーザーに販売しても複製には該当せず、書
籍等の譲渡と同様に考えることができるため、源泉徴収の対象にはならないとされる。い

ずれもその前提として、ライセンス契約等において、著作権を含む知的所有権がその外国

法人に保有されたまま、事業者である輸入代理店やエンド・ユーザーには当該ソフトウェ

アの変更やリバースエンジニアリング等は認められないといった要件が確認されることが

一般である。しかし、パッケージソフトの供与については販売契約の名目で契約が締結さ

れることがあり、これに対して、著作物に該当するソフトウェアの複製物の対価をどのよ

うに取り扱うのか、どの要件が課税関係の判断に影響を及ぼすのか公式な見解は見られな

い。 
インターネットを介したソフトウェアの使用については、一般に、著作権者によるソフ

トウェアの複製物の供与が主であると考えられる。インターネットにより著作物の提供を

受ける場合、受け手はその複製を製作し、それをパッケージとして CD-ROM等の形態にし
て販売するか、または同様にインターネットを通して同複製物を国内のエンド・ユーザー

に提供する。ここで著作物の譲渡について、昭和 35年 5月 7日「東京地方裁判所判決」よ
り、「著作権の譲渡にあたり対価が支払われた場合でも、直にそれが著作権の譲渡に対する

対価とは断定できないのであって、実質上も著作権の譲渡は無償でなされ、対価の支払い
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は著作物の所有権を取得したことに対してなされたものと認め得る場合もあり得るわけで

ある。そして、そのような場合には、対価の支払いは著作権譲渡に対するものではないか

ら所得税法所定の著作権の使用料に該らないことはもちろんである」との見解が示されて

いる。この判例では、対象は映画フィルムの宣伝材料であり、当該複製物の製作原価相当

が支払われていたため、複製頒布の権利に対する対価は無償であるとの判断がなされた。

著作権は無償であり、著作物は有償で譲渡されたとし、両者を区別したものとして注目さ

れる。ただし、実務においては、対価の内容や構成要素の分析等が必要となるため、どこ

までインターネットという今日の環境下におけるソフトウェア供与の一般的指標として使

用できるかについては検討の余地があろう。 
一方、ソフトウェアの供与については、それが著作権法において保護された複製物の貸

与とされた事例がある。平成 9年 8月 25日「国税不服審判所裁決（請求棄却）」において
は、パッケージソフトの対価が著作権の使用に該当するかの審査が行われた。その結果、

所得税法第 161 条 7 号の国内源泉所得について、契約条件、使用許可、譲渡制限、契約終
了時の処分、使用状況の変更処理、使用頻度、追加料金、契約履行状況等を総合的に判断

しているものの、基本的には、パッケージソフトの所有権が請求人に移転していないこと

を理由に著作物の複製物を貸与する権利、すなわち貸与権の行使を認定し、それが「著作

権の使用」に該当し、源泉徴収の対象となるという裁決がなされた。本例では当該ソフト

ウェアの他への譲渡は不可であり、契約終了時にはその返還が義務付けられていたため、

貸与であるとの解釈がなされていた。しかし、貸与権の認定については、契約によってソ

フトウェアのユーザーは、特定の契約違反事項に該当しない限り永続的にその使用を許可

される場合があり、一般的契約条項による所有権の移転等をもって貸与との認定を行い、

使用料の判断基準とすることについてはその適用に疑問がある。 
このように、問題は、使用者たる受け手側は何を以って使用料の対価と考えればよいの

か、契約においてライセンスの使用との明記がなされていない場合、若しくは販売高等に

応じて支払いが生じ「使用」が経済的に主な目的であることが想定できるのではない場合、

果たして何を基準に使用料の識別を行えばよいのか、著作物の複製物の譲渡を含め他の同

様の経済効果を持つ取引との均衡はどのように考えるのか、対価の額が何をもって算定さ

れているのか取引時点において購入者側の情報が限定されている場合にはどうするか、こ

うした点において、納税者が税務上、不安定な立場に置かれていることにある。 
インターネットの発展は、ソフトウェアに代表されるデジタル財の取引形態を複雑化さ

せ、媒体手段、契約条件、権利関係、使用方法、保護対策（特許法、電気通信事業法、特

定商取引法等の対象になる場合もある）等につき様々な事例を生み出しており、それが急

速に展開し新たな市場を形成しつつあるが、それに比して税制上の手当てが必ずしも追い

ついていないのが現状であろう。ところで、これが我が国独自の問題ではないことは、

OECD 租税委員会の検討や米国内国歳入庁の対応を見ても明らかである。所得分類につい
ては、インターネットに対応した新たな判断基準を設ける動きが先進国を中心になされて
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きている。とりわけ OECDでは、1998年 10月にオタワで開催された電子商取引閣僚級会
議以降、この分野における重要な研究がなされている。 

④ OECDの取扱い 

OECDモデル条約第 12条第 2項によれば、使用料とは、①文学上、美術上若しくは学術
上の著作物の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密若しくは秘密工作の使用

若しくは使用の権利の対価として、または、②産業上、商業上若しくは学術上の経験に関

する情報の対価として受領するすべての種類の支払金とされる。なお、1992年以前は、産
業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価、という文言があっ

たが、有形資産の賃貸より発生する所得は、それが事業に関連し恒久的施設に帰属する部

分は事業所得（第 7条）であり、事業に関連しない部分は、その他所得（第 21条）として
扱われるように改正された。対して、国連モデル条約の第 12条第 3項には、設備の使用等
も使用料に含まれる旨の定義がある。 
第 12条第 1項では、使用料については恒久的施設が存在しない限り、源泉地国での課税

権を放棄する立場を取っており（居住地国課税）、支払対価の所得分類はさして重要性を持

たない。しかし、実際には、各 OECD加盟国の租税条約によっては使用料の源泉地国課税
を認めており、インターネットの発達に伴うソフトウェア等取引の国際的合意が不可欠な

状況となっている。 
1963年 OECDモデル条約では、使用料は、「学術上の著作物の著作権等の使用若しくは
使用の権利の対価として受領するすべての種類の支払金」とされていたが、1992年の改正
で、同モデル条約における使用はソフトウェア購入者が商業的に知的所有権を利用する場

合に限定されることになった。その後、2000年 4月の第 12条コメンタリーの改訂に際し、
「プログラム（copyrighted program）」と「プログラムの複製物（program copy）」が区別
された。これは様々なメディアにより譲渡可能であり、かつ複製を容易に行うことができ

るというデジタル財の特性に配慮したものと考えられる。同コメンタリーにおいては、①

著作権の一部を譲渡した場合、②著作権のすべてを包括的に譲渡した場合、③複合契約に

よる譲渡、について解説を加えているが、基本的に事業者の営利目的をメルクマールとし

て著作権の使用を認定しており、個々の取引条件には配慮すべきものの、権利の譲渡対価

は一般には使用料として扱うべきではないとしている。また、プログラム等の譲渡につい

ては、その譲渡の媒体や契約によるソフトウェアの使用上の制限は、対価の所得分類に影

響を与えるものではないとしており、プログラム等の複製物を不特定多数の者に営利目的

で譲渡（自社使用は除く）することによって、著作権の一部を譲渡する場合の対価につい

てのみ使用料が認定されるという見解を示している。これは、オタワ会議において報告さ

れた「電子商取引：課税の基本的枠組み」における、電子商取引と伝統的取引の中立性を

確保すべきという意図が明確に反映されたものと考えられる。サイト・ライセンス等につ

いては、ユーザー側が複製権を付与されている場合であっても、それが自社使用に限定さ
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れる場合には、その支払対価は事業所得であり、使用料ではない旨のコメントがある。 
2001年 2月の同コメンタリー改正への提言においては、取引の主要な対価は何かという
ことを分析、判断すること、及び自己使用や付随的部分については著作権の使用には該当

しないとのガイドラインを供することとなった。同時に、複製が権利としてあっても、そ

れがユーザー側のプログラムを使用する目的による複製物の製作であり、広く一般に頒布

しない場合には、使用料ではなく著作物の譲渡に該当するものとしている。また、著作権

のすべてを包括的に譲渡する場合の対価については、使用料に該当しないものとした。さ

らに、所得分類の判断は対価の支払方法によって影響を受けない旨も明記された。プログ

ラムの譲渡については、それがどのような媒体によるかは所得判定には影響せず、契約に

よるソフトウェアの使用上の制限は、同様に所得判定には影響しないことについても言及

された。 
こうした見解を背景に、OECD は租税委員会の諮問機関であるテクニカル・アドバイザ
リー・グループ（TAG：1999年 1月設置の OECD租税委員会の諮問機関）の報告により、
モデル条約第 12条のコメンタリー・パラグラフ 17（事業所得及び使用料）に以下（大意）
を追加することで合意した。 

 
17.1 イメージ、音、テキストといったデジタル財の取引は、ソフトウェアの対価の支払

いと同様に扱うことができる。支払いが使用料に該当するかは、その支払いの対価

の分類に依存する。 
17.2 著作権の使用若しくは使用権以外の部分に対して主要な対価が提供される場合、若

しくは著作権の使用が使用者側のダウンロードやオペレーションのために必要な権

利等に限定される場合、こうした著作権の使用は使用料の支払いには該当しない。 
17.3 顧客（または事業者）にソフトウェア、画像、音楽、テキストといったデジタル財

をダウンロードする取引において、当該顧客が自分で使用するか、楽しむために

（customer’s own use or enjoyment）デジタル信号の形態で財貨を取得するための
支払いがなされる。これが支払いに対する主要な対価である場合には、これは使用

料ではなく、第 7 条の事業所得または第 13 条の譲渡所得に該当するものと考えら
れる。デジタル信号を顧客のハードディスクにコピーする行為が、関連する著作権

法や契約条件の下で当該顧客の著作権の使用に該当する限り、これはデジタル信号

の単なる捕捉や保管の際に生ずる付随的な部分であって、問題になる分類を考察す

るに当たり重要ではない。関連する著作権法や契約条件に照らして、複製物の製作

が顧客ではなくプロバイダーによる著作権の使用と考えられる場合には、使用料に

は分類されない。 
17.4 対して、支払いの主要な対価が、電子的にダウンロードされるデジタル財の著作権

を使用する権利を付与する目的である場合には使用料が生じる。 
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以上の考え方に基づき、TAG は電子商取引をその内容、対象者、方法、目的、頻度、支
払条件等に応じて 28の分類に分け、各々所得分類を試みている。電子商取引に関する支払
いについては、その提供者側の事業目的に着目し、支払者側の方が事業を行っているかは

問わないものとした。そのため提供者側に事業目的がある場合、すべての支払いは、原則

としてモデル租税条約第 7条の事業所得に該当する。 
この分類によれば、「電子的注文及び著作権の商業的使用目的によるデジタル財のダウン

ロード［分類 3］）」及び「技術情報（ノウハウ）の提供［分類 19］）」に該当する場合、並
びに、「インタラクティブ・ウェブサイトへのアクセス［分類 21］）」及び「コンテンツ取得
取引［分類 25］）」の著作権の使用に関する支払いのみが第 12条の使用料に該当し、他の分
類はすべて第 7 条の事業所得に該当する。あるいは、各電子商取引の中心となる部分の性
格により、たとえその一部が知的所有権（著作権及び工業所有権等）の使用に該当する場

合であっても、それが付随的なものであれば事業所得になるとしている。また、混合契約

（ハイブリッド・ペイメント）については、その主な取引に適用されるルールが適用され

ることとしている。このように、OECD では使用料については、あくまで目的が契約等に
おいて著作権の使用にある場合に限定し、分類している。なお、同条コメンタリー・パラ

グラフ 11では、ノウハウの提供について解説を加えており、アフターケアや純粋な技術支
援、保証に基づくサービスの提供、並びに専門的アドバイスに関する対価の支払いについ

ては、人的役務の提供（第 7条の事業所得）としてノウハウと区別している。 
 

(３) 課税権の配分 

これまでソフトウェアを中心に、国内法及び OECDにおける使用料の取扱いについて述
べてきたが、国内法上は使用料に該当する場合であっても、相手国との間に租税条約があ

れば、その条約上の使用料の定義または解釈により取引の対価が使用料に該当するかが検

討され、さらにはソース・ルールとして、使用地主義か債務者主義を採用しているかによ

り源泉徴収の課税対象が識別される。以下、租税条約の基礎となる課税権の配分について

述べる。 

① 居住地国課税と源泉地国課税 

電子商取引に係る所得分類の問題として、その背景には国家間における課税権の配分を

公平に行う（inter-country equity）という基本律がある。課税権を居住地国と源泉地国で
分ける場合、電子商取引という新たな形態はそれが国家のボーダーを容易に飛び越え、か

つ、その補足が困難であるという特徴を有することから、国家間の協調の上、現実に対応

可能な範囲の議論と対策が必要となる。 
居住地国、源泉地国における課税の根拠について、居住地国課税の立場では、財産権の

保有地である居住地国は、一般に創作活動に伴う費用が発生しており税収が減少している

ことから、これを補うという考えが基本にある。技術導入国においては、技術等の研究開
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発に関する純所得の適正な計算が事実上困難であり、反面、源泉地国免税により外国の優

れた技術を源泉に配慮せず導入でき、当該技術導入について税収が増すという考え方があ

る。対して、源泉地国課税については、源泉地国での課税は居住地国の外国税額控除等で

救済されることがあり、さらに源泉地国においては、技術導入の前提として高度なインフ

ラや教育を提供するため、それを維持するために税収が必要という考え方がある。これは

国連モデル条約において、条約締結国において限度税率を定める場合には、使用料の対象

となる権利や財産を開発するためのコストを考慮することが確認されていることからも明

白である。開発途上国においてはこうした応益原則が顕著であり、国家間の公平な税収配

分に留意しているものと考えられる。 

居住地国課税と源泉地国課税はどちらも理論的な根拠を有するものの、歴史的には、む

しろ税収確保の見地と技術立国とする立場のバランスにより選択されてきたものと考えら

れる。居住地国課税とした場合、現実に、一部の技術先進国が電子商取引により多くの税

収を得ることが予想されるため、経済のグローバル化及び取引のボーダーレス化という環

境下における、現実的かつ長期的視野に立った課税権の議論が必要になろう。OECD は、
1946年のロンドン・モデル条約より一貫して、使用料は居住地国課税とする立場を採って
いる。米国も居住地国課税を原則としており、源泉地国免税を基本とする。対して、国連

モデル条約では発展途上国の状況を反映し、源泉地国における課税を認めている。日本は

その折衷案を採り、課税権を居住地国と源泉地国に配分しているが、この方策はどちらか

といえば発展途上国の保護を念頭に入れた国連モデル条約に近いものといえる。なお、

OECD モデル条約第 4 項では、使用料の源泉地国免税を受け、特殊関連企業間の行為計算
否認の規定を置いている。 
現在、日本が締結している多くの租税条約では、使用料について 10%の限度税率が適用

されているが、インド、エジプト、タイ等については、各条約により 12-20%の範囲で税率
が定められ、ロシア、ルーマニア、チェッコ、ポーランド、ハンガリー等に対しては、文

化的使用料はゼロ、工業的使用料は 10%の率で源泉徴収が行われている。このように、一
部において、2国間の経済関係等を踏まえて源泉徴収税率等について制限を付ける方策を採
っているのが現状である。 
居住地国課税は国際的二重課税を排し、課税対象が国内投資、国外投資に対して中立的

であることから、全世界的な投資効率の向上を約すものである。ただし、これは排他的な

課税権を持つことになる居住地国に対し、相応の負担を求めることが前提になる。例えば、

タックスヘイブン国の存在は課税の非中立性を阻害する。OECDでは、1998年に「有害な
税の競争に関する報告書」を作成すると同時に、タックスヘイブン国をリストアップし、

2000 年 6 月にこれを公表した。次いで、2003 年 4 月までに有害な税制を除去すべく具体
的な方策を定め、これらを除去し、非協力的なタックスヘイブン国に対して協調的防御措

置を検討することにしている。さらには、OECD加盟国以外の国とのシンポジウムの開催、
ミッションの派遣、地域セミナーの実施を画策し、全世界的な協調に努める意向である。 
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（使用料における租税条約の分類） 

租税条約国 限度税率 備  考 
アメリカ 10%  
パキスタン 免税 機器の賃借料は含まない 
イギリス、イスラエル、イタリア、

インドネシア、オーストラリア、オ

ランダ、カナダ、韓国、ザンビア、

シンガポール、スイス、スウェーデ

ン、スペイン、中国、デンマーク、

ドイツ、トルコ、ノルウェー、バン

グラディッシュ、フィンランド、フ

ランス、ブルガリア、ヴェトナム、

ベルギー、マレーシア、南アフリカ、

メキシコ、ルクセンブルグ 

10% オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、

フランス、ベルギー、メキシコについて

は工業所有権等の譲渡を含む 

アルメニア、ウクライナ、キルギス、

グルジア、タジキスタン、チェッコ、

トルクメニスタン、ハンガリー、ベ

ラルーシ、ポーランド、モルドヴァ、

ルーマニア、ロシア 

文化的使用料は免税、

工業的使用料は 10% 
 

スロヴァキア 著作権等は免税、特許

権等は半額課税 
 

インド 20% 技術的役務の対価を含む 
エジプト 15%  
タイ 15% 工業所有権の譲渡を含む 
フィリピン 25%  
ブラジル 12.5%、商標権は 25%  
アイルランド、オーストリア 10%  
スリランカ 源泉地国における国

内法税率の 50% 
著作権等は免税 

ニュージーランド －  

（注）映画フィルム等に適用される限度税率等は省略した。 
 

② 租税条約と使用所得源泉 

使用料については、その所得源泉がどこにあるか（ソース・ルール）が問題となる。こ

れは居住地国課税のもとでは議論にならない。しかし、租税条約と国内法の取扱いが異な

る場合、条約の基準を優先的に使用することになっており、あるいは条約上の定義を欠く

場合については国内法に判断をゆだねられることになるが、実際には、多くの国との条約

においては源泉地国課税が採用されており、知的所有権の国外使用、国内使用を巡ってソ

ース・ルールの検討が必要になる。 
我が国では、「国内において業務を行う者から受ける使用料または対価で、当該業務に係

るもの（所 161七、法 138七）」として、租税条約で異なる規定がない限り、原則として使
用地主義を採用している。租税条約では、日米租税条約（船舶及び航空機を除く）が使用

地主義により源泉地を判定することとしている。しかし、他の条約例では、イギリス、ド

イツ等のように、その使用料の支払者が居住する国で使用料が生じたとする債務者主義が
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採られることが多く、あるいはオーストリア、ニュージーランド等との租税条約のように

明示がなく、国内法に判断がゆだねられている場合もある。国連モデルや OECDモデルで
は支払者の居住地に着目した債務者主義が採られているが、これは課税の容易性に配慮し

たものであろう。債務者主義を採る場合、その国との租税条約により、著作権が国内で使

用されたか国外で使用されたかに関わらず、その居住者または内国法人が支払う使用料に

ついては我が国に国内源泉所得があることになり、国外使用による部分を含め源泉徴収義

務が及ぶ。 
使用地主義のメリットとしては、特許等の使用のサブライセンスによる二重課税を排す

る効果があげられる。いわゆる再実施権者が他国において介在する場合、源泉地国課税の

中立性が確保できることから、取引全体の実効税率を、複数のライセンシーに対し介在者

ニュートラルに保つ機能がある。一方、使用地主義を採る場合、その取引全体に着目し、

相対的に最も重要な使用場所を分析すると同時に、使用対価の設定方法や使用料の確定時

がいつかを総合的に判断する必要があるため、行政コストや納税者側のコンプライアンス

コストが増加する可能性がある。 
 

(４) 望ましい方向性の考察 

① 使用料の解釈 

OECD では、使用目的が著作権の利用を営利目的（commercial development or 
exploitation）とする場合、はじめて使用料としている。米国も、1998年に内国歳入庁によ
る「コンピューター・プログラムを含む所得分類に関する規則」において、コンピュータ

ー・プログラムに係る国際的取引を分類し、その譲渡形態や著作権法上の扱いとは無関係

に、不特定多数への複製物の頒布目的をメルクマールとし、頒布権のない使用は事業所得

としている。すなわち、どちらも第三者への使用許諾を判断基準としている。対して、我

が国では所得税基本通達 161-25において、著作権の使用につき、付随的に提供される人的
役務の提供等として明確に区分されている場合については使用料に該当しない旨を提示す

るのみで、著作物の利用については、「（著作権法に規定する）著作物の利用等につき支払

いを受ける対価の一切」とすることより著作権法に判断をゆだねることになっている。所

得税法第 161条第 7号及び法人税法第 138条第 7号の「業務」が広義に解釈され、必ずし
も営利目的かを問わないことから、著作権法の解釈において、複製権等の許諾が広範にと

らえられる場合、結果的に、物に対する購入対価と同様の取引であっても使用料と判断さ

れることも起こり得る。また、私的使用は著作権法の範囲外であるが、パッケージソフト

の自社使用目的（著作権を使用する権利付与を目的とする場合は除く）であっても、使用

料の範囲に含まれるという解釈も成り立つ。 
著作権法は公衆送信権の導入を始め、近年では特に概念が変化している。著作権は著作

物の利用行為に対する禁止権を定めたものであり（複製禁止権中心主義）、印刷技術等の普
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及に伴い、私人の創作の自由及び著作物を利用した文化の発展を促す目的により、公での

使用行為を制限するものである。税法上は借用概念とはなっているものの、もともと著作

者の権利保護目的のために構築されている著作権法に包括的に依存することには限界があ

る。 
著作権法の改正前は、ソフトウェアをノウハウと同様に解釈し、所得税法第 161 条第 7

号イの工業所有権等の使用料として、支払者がそのノウハウを自らの事業に供する場合で

あっても源泉徴収の対象としていたため、所得税基本通達 161-24(1)にいう使用頻度等に応
じて対価が変動する場合については、著作権の使用料も同様に取り扱うことができよう。

しかし、電子商取引は伝統的な取引を支援し、または（一部の決済や物流は別に）取引自

体が目に見えない形で完結する場合もあり、その形態も多様化している。国内源泉所得の

規定（所得税）は 1962年に施行されたまま 40年近く経っており、現在の電子商取引を想
定していないことから、こうした通達のみで十分であるか租税の見地から検討する時期に

来ているのではないか。税務上のメルクマールを提示するとともに、具体的な事例を、基

本的な判断基準とともに電子商取引に則した形で公表することが望ましい。 

② 国際的な整合性 

日本が加盟している OECDの取扱いとの整合性、特にモデル条約コメンタリーにおける
解釈には十分に配慮すべきであろう。2000年 3月の TAG報告書によれば、第 12条のコメ
ンタリーのパラグラフ 17（事業所得と使用料の区分）改訂には、「顧客の自己使用または楽
しみのためにデジタル財をダウンロードする場合には使用料とみなさない。ただし、その

デジタル財を事業目的で使用する権利が付与される契約にあっては使用料が発生する」と

の基準が示されており、具体的な所得分類は、基本的にこうした考え方によって区分され

ている。電子商取引の例は、OECDで 28分類ある。それ以外にも今後の事例は多様化する
ことが予想されるため、今後 OECDの判断において、新たな形態の出現に際しても、同様
の措置が取られるものと思われる。 
我が国では、従来、使用料については OECD モデル条約第 12 条第 2 項の定義を採用し
ている。同項の定義自体もともと広範囲なものであったが、今までに、それを限定的に解

釈するための改正がコメンタリーにおいてなされてきた。現在の我が国の取扱いは OECD
との乖離が目立つ。OECDが、所得分類に関する TAGの検討成果によりこうした基本的な
方向性を示し、著作権と著作物を区別した取扱いを公表する等、実務に則した形で課税上

の安定性を目的としているのに対し、我が国においては税法上の考え方が明確に示されて

はいない。著作権法において解される権利の使用等を以って税務上の使用料の指標とする

ことに、どこまで現状に即した合理性があるのか、電子商取引という物理的な設備や媒体

に依拠しない新たな取引形態の出現と発展は、従来の法の基本を見直す機会を与えている

のかもしれない。OECD が電子商取引に対し、公平、中立、簡素という課税原則を打ち出
していることに対する我が国の回答が待たれる。その際、我が国の国益とは、使用料の源
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泉課税による既存の税収確保という視点だけでよいか、国際社会における日本のポジショ

ン（経済大国、技術立国、知的所有権登録数、国際協力の指導性等）と各国との相互共栄

を総合的にとらえ、検討される機会があってもよいのではないか。 
使用料は利子や配当といった他の投資所得とは異なり、知識、技術、情報、方式等の使

用等に関する対価であり、その分類には通常の事業からは困難が伴うことから、国際間取

引を念頭に置いた場合、OECDの解釈を基本とした見解のすり合わせが必要であろう。 
 
（非居住者等の課税状況：国税庁統計年報書より）                     （百万円） 
 1985年 1990年 1995年 2000年 

著作権の使用料等 人員（千人）         13          23          32          35
同 支払金額 80,817     182,702 276,841 466,834
同 源泉徴収税額       8,246      19,112 23,913 44,842
工業所有権等 人員（千人）           6      10      13      16
同 源泉徴収税額      45,981 100,937 93,594 145,251
非居住者等所得源泉徴収税額    124,118    200,185    227,038    335,842
源泉徴収税 総額 12,507,972 19,183,073 17,109,340 16,473,344

 

③ 租税条約上の取扱い 

どの国で源泉が起きるかという問題もさることながら、事業者レベルでは二重課税の問

題がある。2国間の税務上の取扱いが異なることで、不利益を被る可能性を排除することが
考慮点になる。これは日本の取扱いを明確にした上で、個別の租税条約の検討が必要にな

る。租税条約で著作権の扱いにつき国内法と異なる定義がなされている国との取引等につ

いては、軽減税率が適用されない場合や相手国での外国税額控除が適用されず、二重課税

が生じることがある。このような場合には、相互協議を活用する方策もあろうが、使用料

の適用範囲について、租税条約レベルでの調整がまず必要であろう。 
前述のように、所得税法第 161条第 7号及び法人税法第 138条第 7号において、国内源
泉所得の対象となる所得は、「著作権の使用料またはその譲渡による対価」と定められてい

る。ここでは著作権の使用のみならず、譲渡をも含めた包括的な規定となっている。この

点、OECD モデル条約や国連モデル条約では、使用料を生ずる財産または権利の譲渡収益
については使用料の定義には含めず、譲渡収益（キャピタルゲイン）条項を設けている。

我が国が締結している租税条約では、対イギリス、オーストリア、デンマーク、マレーシ

ア等については国内法に準じた取扱いとなっているが、一方で、対ドイツ、オランダ、フ

ランス等のように、真正な譲渡以外の部分について使用料とする条約があり、あるいは使

用料が生じる財産または権利の生産性、使用または処分に応ずる部分（出来高払等）の譲

渡対価を使用料とする日米租税条約がある。なお、真正な譲渡とは、完全に、かつ、いか

なる権利も譲渡人に残さない譲渡をいう。 
著作権の譲渡は必ずしも電子商取引との関連で問題となるわけではないが、著作権譲渡

の扱いについては、租税条約と国内法との扱いに差が生じる場合があることに留意したい。
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つまり、譲渡取引とされるものが使用料の対価として源泉徴収の対象となることがあり、

国内法の取扱いによっては二重課税が生じる余地を残している。例えば、国内に恒久的施

設を有しない米国法人からのソフトウェア（著作物）の譲渡については、日米租税条約及

び国内法において、取扱いの結果に大きな差は生じないものと思われる。しかし、ソフト

ウェアに関する著作権の全部または一部の譲渡については、日米租税条約第 16条第 2項（譲
渡収益）の適用除外として、第 14条第 3項(b)（使用料）「財産または権利の売却、交換そ
の他の処分から生じる収益で、その財産または権利の生産性、使用または処分に応ずる部

分」は使用料として扱われるため、「財産または権利の生産性、使用または処分に応ずる部

分」に該当しない著作権の譲渡について、その取扱いが問題となる。日米租税条約第 16条
では、「資本資産の売却、交換その他の処分によって取得する収益」については相手国の租

税を免除する旨の規定がある。資本資産について我が国に定義がないわけであるが、米国

国内法の定義より、著作権者による著作権の譲渡を資本資産から除外する立場に立てば、

同条約第 16条による源泉地国免税を受けることはできないものと考えられる。日米租税条
約にはその他所得条項がないことから、課税を行う国の国内法に依拠するが、我が国では

当該著作権の譲渡対価が国内業務に係るものであれば、20%の税率により源泉徴収が行われ
ることになろう。しかし、租税条約の使用料条項の適用もないことから、軽減税率の適用

は受けられず、さらに米国財務省規則§1.902-2(e)(5)より、米国において外国税額控除が受
けられない可能性もある。こうした点を踏まえ、使用または使用の権利の対価と譲渡の範

囲を明確にするとともに、源泉徴収の対象とする場合であっても、事業者が租税上の不利

益を被らないように租税条約における配慮が必要であろう。 
 

(５) まとめ 

① 税法の考え方による限定的解釈 

我が国の租税法が著作権法の概念を借用したアプローチを採る限り、著作権法の目的が

基本的には著作権者保護にあるため、著作権法の範囲に基づいて使用料の範囲を決定する

場合には課税権の範疇を超える解釈がとられることもあろう。現行法では、個別の契約や

状況に応じて、所得税法第 161条及び法人税法第 138条の「1号所得（事業所得）」か、「7
号所得（使用料所得）」かについて、著作権法の解釈にゆだねつつ判断せざるを得ない。こ

の点、著作権等の使用料の意義につき言及した「著作物の利用等につき支払いを受ける対

価の一切」だけでは、その課税関係について納税者（対価の支払者）に多大の不確実性を

負わせることになる。法曹界においても、著作権法の保護の及ぶ範疇についての見解は、

情報通信技術の進展とともに同法の立法趣旨より変化しているのが現状である。本来は立

法目的の異なる著作権法に全般的に依存するのではなく、租税法において使用料の対象と

なる著作権の使用を税法固有の根拠を用いて定義すべきと考える。 
基本的な考え方としては、書籍や CD-ROMといった有体物で与えられた場合とインター
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ネットを介してダウンロードされた場合との課税上の差異を排し、伝統的な商品と非デジ

タル財との取扱いにおける中立性に配慮すべきであろう。複製権の使用については、その

許諾の有無をメルクマールにするのではなく、営利目的の場合に限定しその範囲を明確に

するとともに、契約上の文言による所有権の移転の有無に関わらず、複製物であるデジタ

ル財の貸与権については、それが頒布権を伴わない場合には使用料に該当しないといった、

OECD モデル条約コメンタリーの趣旨に準拠した、国際的に整合性ある限定的な判断基準
の提示が望まれる。 
また、著作権の包括的譲渡は我が国では使用料等として扱われるが、前述の二重課税の

問題と合わせて、租税条約上は譲渡所得と扱うことにも考慮の余地があるのではないか。 

② 居住地国課税の検討 

我が国の技術的進展と国際社会における役割を考えた場合、OECD 加盟国を中心に、中
長期的には OECDモデル条約に準拠した居住地国課税の方向性を検討することが望ましい。
これは、電子商取引発展の環境下における技術輸出国としての我が国の位置付けを明確に

すると同時に、日本の源泉税を実質的に負担している国内企業の投資を支援し、諸外国か

らの技術移転を容易にする。居住地国課税は、そもそも租税条約締結初期における我が国

の原則を確認するものである。特に、技術的支援関係の深い国との条約によっては、むし

ろ課税を免除する方向性を積極的に検討し、国内産業の競争力強化及び国際的投資の促進

を支援する方策を採ることも一案と思われる。ただし、現在の国際協調の中で、条約によ

っては租税を阻害する税制の存在する国等との差別化を図るべく、他国におけるタックス

ヘイブン国税制等の是正を視野に入れる必要があろう。 
電子商取引では、クリック 1 つでどこからでも容易にソフトウェアや他のデジタル財の
購入が可能である。これがどこまでビジネスユースか個人使用目的か、実際にどこで何の

ために使用するかについては提供者側にとっては捕捉困難であり、受領者側にとっても他

の投資所得に比して、課税に対する認識が薄いと考えられる。このため、PC1 台でもイン
ターネットを利用した市場に参入できる事業者の増加を受け、源泉地国課税ではやがては

実質的な税務執行上の限界に行き当たる可能性もある。欧米先進諸国の状況を見るに、当

該諸国間においては使用料の源泉税を租税条約上ゼロとする国が多く、アジア諸国や中東

諸国との間では 10-15%程度の限度税率を設けている例が目立つ。米国、ドイツ、イギリス
では相互の租税条約において、原則として使用料に対する源泉徴収は行われていない。G７
の中で使用料の源泉徴収を行わない租税条約を持つ相手国数で、我が国は圧倒的に少なく、

同様に条約例の少ないドイツ、イタリア、カナダの約 3 分の 1 であり、米国、イギリス、
フランスが租税条約のある国の約 4 割の国との租税条約において使用料の源泉徴収を行っ
ていないのに対し、我が国は 1 割程度と極端に少ない。カナダは数ヶ国との間の条約にお
いて、コンピューター・ソフトウェア等に係る使用料について特別に免税措置を採ってい

る。 
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電子商取引に係る所得分類の問題は、他の恒久的施設や消費課税の問題とは異なり、我

が国と OECDの乖離を是正するものである。米国及び EUは、1997年 12月ワシントン会
議の結果、電子商取引に関して協調することを約している。我が国においても、2000 年 7
月の税制調査会において、電子商取引の発展状況及び実態の把握に努め、OECD における
議論に積極的に参加し、電子商取引を巡る課税上の問題について検討する旨が言及されて

いる。 

③ 「電子商取引に固有の所得分類」の設定 

現在の法制度に対して、電子商取引は不可視的に国境を越える新たな取引関係を生じさ

せている。物理的施設の存在や主に著作権の使用による製造等を念頭に置いた、つまり物

の形態をキーにした伝統的方式から、新たな産業の発展やビジネスモデルの出現より、実

効性及び公平性を規範とした上で、取引の目的や機能を中核にした合意がなされる方策を

検討してはどうか。電子商取引については、一旦著作権法から離れ、情報提供の対価、ま

たは通信サービス提供の対価という類型を新設し、すべて同じソース・ルールを適用する

という案もある。あるいは、国際運輸業所得の例に準じて、一定の範囲にある事業につい

ては免税措置を明確にすることも考えられる。例えば、一方の締約国内にサーバー等の実

質的管理の場所がある場合、居住地国のみで課税し、ただし全部免税とするのではなく、

一定の基準により適格と認定されたデジタル財や技術等の使用について、それが臨時的で

なければ一部免税とするという方策もあるだろう。 
ただし、これには電子商取引自体の範囲の定義が難しいことに合わせ、国際間の合意が

必要になるため、長期的な研究課題となろう。 
 

４ 外国事業者との電子商取引における現行消費税の問題点 

(１) 本章の概要 

海外の事業者に対して、インターネットを通じて商品の注文をする場合であっても、そ

の商品が物理的に輸入されるのであれば税関を通るため、そこで関税及び輸入消費税が課

される。例えば、貨物として取り扱われる音楽 CDや DVDであっても、税関では消費税が
課される。これに対して、インターネット（デジタル信号）で外国事業者から音楽配信等

が提供される場合、現行制度の下では消費税は課されない。すなわち、インターネットに

よる音楽配信の場合には、消費者が享受する内容が実質的に何ら変わらないにも関わらず、

上述の貨物の輸入という形態に対して、インターネットによるデジタル財の輸入という形

態の違いにより消費税の課税関係が異なる結果となる。このような形態の違いにより課税

関係が異なるべきではないという立場（「課税の中立性」）からみて、これは問題となる。

この問題を解決するための必要な課税のあり方を具体的に検討する過程から、「消費税にお

ける消費地の定義をどうするか」という問題、及び「適正かつ公正な課税を実現するため
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の徴税の仕組みをどうするか」という問題が派生し、これらについても検討をする必要が

ある。 
これらの問題は、その取引形態を事業者間電子商取引（以下、B to B）と事業者･消費者
間電子商取引 (以下、B to C)に区分して検討することが必要である。これは、その取引形
態によって問題の重要性が異なると考えられるためである。 
現代においては、既に多くの人々がインターネットで電子商取引を利用しており、電子

商取引の利用は拡大の一途をたどっている。電子商取引に関する市場規模の実態調査（「平

成 13 年度電子商取引に関する市場規模･実態調査」経済産業省･電子商取引推進協議会･
NTTデータ経営研究所）によれば、2001年の B to Bの市場規模は､34兆円まで拡大して
おり、前年比で約 60%増加したと報告されている。さらに B to Bの市場規模は、2006年
には 125 兆円まで拡大すると予測されている。これに対して、B to C の市場規模は 2001
年では 1兆 4840億円で、2000年の 8240億円に対して約 80%増加している。さらに、B to 
Cの市場規模は、2006年には 16兆円までに達するものと予測されている。 
一方、米国の電子商取引の市場規模に関して、1998年の産業経済省他の市場調査では、

2003年の米国の B to B市場規模を 165.3兆円、B to C市場規模を 21.32兆円と予測して
いる。 
このように電子商取引は、日米 2 国をとっても著しい成長が見込まれており、電子商取
引にかかわる消費税の問題は、ますますその重要性が高くなるものと考えられる。 
 

(２) 消費税上の問題 

上記の視点から、現行消費税の問題を次のように整理した。 

① 現行消費税と「課税の中立性」との矛盾と弊害 

ビジネスの決定は、課税に関する考慮ではなく経済的な考慮に動機づけられるべきであ

る。課税は、電子商取引の諸形態間及び電子商取引と伝統的な取引の間で、中立かつ公平

でなければならない。「課税の中立性」とは、類似の状況下で類似の取引を行う納税者は、

類似の課税を受けるべきであるという原則である（OECD租税委員会報告「電子商取引:課
税の基本的枠組」ボックス 2）。 
また、EU委員会の 1998年 6月「電子商取引への付加価値税課税に関する報告」によれ

ば、中立性の意味は、①「商取引の様式や配送がオンラインかオフラインかに関わらず、

財とサービスの取引が同様に課税されること」、及び、②「財･サービスが EU 域内で購入
されようと EU域外から購入されようと、同様に課税されること」である。 

OECD 租税委員会の報告は、実質的に EU 委員会の報告と同じ内容であり、EU 委員会
の報告より、上記①に照らして日本の現行消費税制度を検討すれば、次のような問題が指

摘できる。 
すなわち、経済的な実態は何ら変わらないにもかかわらず、その形態により消費税の課
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税の可否が決定される問題である。例えば、貨物である音楽 CD の輸入は、税関で消費税
がかかるにも関わらず、インターネットによって外国から音楽･画像配信で購入すれば、そ

れは現行消費税では役務提供となり、当該外国事業者の事務所が国内にないという理由を

もって、消費税はかからないという矛盾がある。 
また、②についても、現行消費税制度において次のような問題がある。例えば、日本国

内の事業者からインターネットでデジタル財を購入しても消費税は課税されるが、外国か

らインターネットで購入すれば、消費税は課されないという矛盾が存在する。したがって、

税関を通して輸入されるものと同一の課税環境を整える必要がある。 
また、これは輸出国でも付加価値税が免税となっていれば、消費課税の真空地帯を作り

だしていることになる。 
この問題は、消費税が課される国内事業者の事業にも深刻に影響する。すなわち、消費

税が課税される国内事業者は、消費税の課されない外国事業者に対して、価格競争面で著

しく不利となる。さらに、これにより国内事業者が外国事業者との競争に負けることは、

結果として、消費税の税収の減少のみならず、法人税等の直接税収の減少を意味する。ま

た、国内事業者は､外国事業者と同様な競争条件を確保するため、消費税回避の目的で、当

該事業を国外に移転することも考えられる。この場合も消費税とともに直接税の歳入もな

くなる。したがって、公平な課税権の確保、または課税権の侵食を防止するために、消費

税に関して、内外の事業者間の競争条件の歪みの是正が必要とされる。 
さらに、有害な租税競争（OECD 租税委員会 “Harmful Tax Competition An Emerging 

Global Issue” 1998）との関係でいえば、上記を背景として、無税または低税率を志向する
国や地域により、国外への移転を希望する事業者の誘致合戦がなされるであろう。それに

より国内事業者が、そのような国や地域に移転することが加速する恐れがある。したがっ

て、内外事業者間の競争条件の均等化を達成する仕組みを消費税に導入することが、有害

な租税競争を防止するためにも必要である。 
このような理由から、｢課税の中立性｣を消費税制度に反映させることは望ましいと考え

られる。消費税制度において｢課税の中立性｣を確保するためには、以下に掲げる｢消費地課

税の原則｣から消費税法を整備することが必要である。 

② 現行消費税と｢消費地課税の原則｣との矛盾 

｢消費地課税の原則｣とは、国境を越える取引についての消費課税のルールは、消費され

る場所の管轄で課税されるべき（OECD租税委員会報告「電子商取引:課税の基本的枠組」
ボックス 3(v)）というものである。 
現行消費税と｢消費地課税の原則｣との矛盾例は、次のとおりである。 
現行消費税制度の下では、役務提供の内外判定については、原則として「役務の提供地」

となっている(消 4③二)。ただし、音楽･画像配信といったオンラインで提供されるデジタル
財の提供は役務提供として区分されることから、その役務提供地が明らかではない場合に
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は、当該役務の提供をする事業者の事務所等の所在地がその取引が行われた場所となる(消
令 6②七)。 
ソフトウェアを含む著作権等の譲渡または貸付けは、その譲渡者または貸付け者の住所

地により内外判定をする（消令 6①六）。特許権等の譲渡または貸付けについては、登録機
関の所在地で判断するが、同一の権利について 2 つ以上の国において登録している場合に
は、その譲渡または貸付けをする者の住所地で判断する（消令 6①五）。以下、これらの取
引を含めて｢役務等｣とよぶ。 
このように、インターネットで提供可能な役務等は、その消費税に関する内外判定の基

準を当該役務等の提供者の｢住所地(登録機関の所在地を含む)｣、「事務所等の所在地」とし
ている。例えば、日本の消費者が、国内に事務所等を持たない外国事業者から役務等を受

ける場合、それが日本で消費されているにも関わらず、国外とされてしまう。すなわち、

現行消費税の内外判定は、どこで消費者がその役務等を消費しているか、という原則から

外れてしまっている。したがって、これら役務等の輸入については、役務等の供給者を基

準とするのではなく、その受領者を基準とする方式、すなわち、｢消費地課税の原則｣に基

づいて整備する必要があると考えられる。 
電子商取引としてインターネットにより提供可能な役務等について、現行消費税制度の

下で、｢消費地課税の原則｣に照らして矛盾すると考えられる項目は、次のとおりである。 
 
ア. 特許権等の工業所有権の譲渡または貸付け（消令 6①五） 
ただし、「当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの（当

該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く）で政令で定めるものの使用に伴う

対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として、買い手により直接または間接に支

払われるもの」は、関税評価額に加算され、消費税の課税を受けることになる（関

税定率法 4①四、同法基本通達 4-13）。 
イ. 著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む）の譲渡または貸付
け（消令 6①六） 

ウ. 特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものの譲渡または貸付け(同上) 
エ. 情報の提供または設計役務の提供（消令 6②五） 
オ. 国内外にわたって行われる役務提供またはその他の役務の提供が行われた場所が明
らかではないもの（消令 6②六） 

 
内外判定の基準に関して、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権等に

ついては、これらの権利の登録をした機関の所在地とされ、同一の権利について 2 つ以上
の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡または貸付けを行う者の住所

地とされ（消令 6①五）、これら権利を使用する者の所在地とはされていない。こうした取
引の大部分は B to Bと考えられる。ここでは、インターネットで配信できるか否かにかか
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わらず、｢消費地課税｣になっていない点に着目する必要がある。 
著作権、出版権または著作隣接権の譲渡または貸付けは、消費税法第 4条第 3項 1号（国

内取引の判定）の規定にかかわらず、これらの権利の譲渡または貸付けを行う者の住所地

が国内であるか、国外であるかにより判断される（消令 6①六）。したがって、外国事業者
に対する対価の支払いが著作権の使用料の対価とされるソフトウェアは、「国外」と判断さ

れる。ここで対象となる取引の多くは、一般に B to Bと考えられる。 
特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る譲渡または貸付けが国内におい

て行われたかどうかは、譲渡または貸付けを行う者の住所または本店等の所在地が国内に

所在するかどうかで判定する（消令 6①六）。したがって、ノウハウ等がインターネットを
通じて国外より送られてきても、それは「国外」と判断される。なお、対象となる取引の

大部分は B to Bと考えられる。 
情報の提供または設計を行う者については、当該情報提供または設計に係る事務所等の

所在地で内外判定を行う（消令 6②五）。一般に設計を行う場合は、物的・人的施設の存在
はより確認しやすいと考える。これに対して、情報提供についていえば、サーバー等を事

務所等として認定するかどうかの事実認定の問題（例えば、PEの認定において当該サーバ
ーが中核的機能を有しているか、それとも準備的・補助的機能なのか、あるいはいつまで

が準備的でいつから中核的なのかといった認定の困難性がある）やそのような存在を物理

的に発見すること自体が困難という状況がある。したがって、情報提供等に関していえば、

事実上「国外」として取り扱われることが多くなるものと考えられる。情報提供の取引形

態は、B to B及び B to Cの双方が存在すると考えられる。近い将来、サーバーの可動性は
さらに高まると考えられるため、物理的所在地の認定もますます困難となるであろう。し

かし、国内事業者等が受ける役務から見れば、そのサービスの実質は国内にサーバーがあ

ろうとなかろうと変わりはない。 
その対価の支払いが著作権等の使用の対価とされないソフトウェア、音楽、映像等のイ

ンターネットによる提供で、その提供地が明らかでないものは、現行消費税上、その他の

役務の提供 (消令 6②六) に分類される。 
役務の提供は、原則として、その役務の提供が行われた場所で内外判定を行う。｢その役

務の提供が行なわれた場所｣とは、現実に役務提供があった場所として具体的な場所を特定

できる場合はその場所をいい、具体的に特定できない場合であっても、役務の提供に係る

契約において明らかにされている役務の提供場所があるときは、その場所をいうものとさ

れる。契約において役務の提供の場所が明らかにされていないもの、役務の提供の場所が

国内と国外の間において連続して行なわれるもの、または同一の者に対して行なわれる役

務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行なわれるもののうち、その対価の額が

合理的に区分されていないものについては、役務提供者の役務に係る事務所等の所在地に

より判定する（消基 5-7-15）。 
その対価の支払いが著作権等の使用の対価とされないソフトウェア等のインターネット
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による提供で、その提供場所が明らかにされないものは、現行消費税上、その他の役務の

提供とされるため、当該事務所等が国内に認められないかぎり、国外と判定される。なお、

その他の役務提供についても、B to B及び B to C双方の形態が存在し得る。 

③ GATT（WTOの前身）のソフトウェア輸入に係る関税免税措置の存在 

ソフトウェアの輸入には 2 つの形態がある。すなわち、インターネットによるデジタル
信号の形態でソフトウェアを入手する方法と、有形の記録媒体によるソフトウェアの輸入

である。後者については、関税定率法に免税措置があり、その結果、消費税も免税とされ

る。 
ソフトウェア輸入に係る関税免税措置は、昭和 60年 3月に「データ処理機器に使用され

るソフトウェアを記録した媒体の評価について」という関税定率法個別通達（昭和 60年 3
月 27 日蔵関第 323 号）で導入されたものである。その趣旨は、「最近における国際間の情
報移転の活発化に伴い、GATT 関税評価委員会においてデータ処理機器に使用されるソフ
トウェアの評価協定上の取扱いについて国際的に合意が得られたところから、その具体的

な取扱いを定めるものである。」とされている。すなわち、GATTのソフトウェアの評価協
定との整合性をとるために、ソフトウェアの関税定率法の課税価格は、当該ソフトウェア

の価格がキャリアメディアの価格と区別される場合には､キャリアメディアの価格とする

というものである。ここにいう｢キャリアメディア｣とは、「ソフトウェアを記録している輸

入媒体」のことで、具体的には、「磁気テープ､メタルテープ、磁気ディスク、カードその

他これらに類するものでソフトウェアを運搬または貯蔵するための物品をいい、集積回路、

半導体及び類似のデバイス並びにこれらの回路やデバイスを組み込んだ物品を含まない。」

と定義される（関税定率法基本通達 4-5）。消費税においては、輸入貨物の課税標準を関税
定率法による課税価格と関税等（個別消費税を含む）の合計額を基礎としていることから、

消費税においても関税定率法上の要件を満たせば、免税措置が適用されることが明らかに

されている。しかし、消費税に関していえば「消費地課税の原則」と矛盾するものであり、

この関税評価との整合性を維持する必然性があるかどうかは見直すべきであると考える。

この点に関して、日本と同じWTO加盟国であるイギリスにおいては、ソフトウェア輸入に
関してリバースチャージにより VAT を課している(Notice741”VAT-Place of supply of 
services”)。 
有形の記憶媒体の形態でソフトウェアを輸入する場合に係る消費税上の取扱いは、次の

とおりである（消基 5-6-3）。 
特許権等の無体財産権の使用の対価を支払う外国貨物を保税地域から引き取る場合には、

その外国貨物のみが課税の対象となり、この場合の課税標準は、その外国貨物に対する関

税の課税価格に、関税及び消費税以外の個別消費税の額を加算した金額とされる。ただし、

当該特許権等の無体財産権（複製権を除く。）の使用に伴う対価の額の支払いがその外国貨

物の輸入の条件となっている場合には、当該引取りに係る消費税額の課税標準は、貨物に
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係る関税の課税価格に、使用に係る対価の額を加算した金額となる。 
この消費税通達の前段の規定は、複製権の対価やソフトウェアに係るWTO（旧 GAAT）
の取扱い（すなわち、関税定率法の評価額の取扱い）と整合性をとったものである。同通

達の注には、「保税地域から引き取られる外国貨物が消費税の課税の対象となり、外国から

特許権等の無体財産の譲受または貸付けを併せて受ける場合であっても、輸入取引の条件

となっていないときは、その無体財産権は、保税地域から引き取る外国貨物には該当しな

い」と記されており、消費税の課税対象とはならないことは明らかである。 
以上のように、ソフトウェア輸入の対価の支払いが著作権使用の対価の支払いに該当す

る場合には、消費税の対象とならない。したがって、消費税の「消費地課税の原則」と矛

盾するものと考えられる。当該原則の導入とともに、当該消費税の取扱いを見直しする必

要がある。このように、「消費地課税の原則」の導入は、電子商取引以外の取引にも派生す

る。 

④ EUにおける最近の発展（消費地課税と執行可能性） 

EUにおいては、原則として、役務の提供者の所在地がその提供地とされている。ただし、
不動産に係る役務提供は当該不動産の所在地、運輸についてはそれが行われた場所、広告・

コンサルタント・金融サービス等の「純粋サービス」に該当する役務提供については「顧

客の所在地がサービスの供給地」とされている。EU委員会は、デジタル財の供給がこの「純
粋サービス」に含まれていない点を問題としていた。すなわち、デジタル財の提供地がそ

の提供する事業者の所在地とされていたため、インターネットによる EU 域外の事業者か
らのデジタル財の輸入は、VATは課税されず、EU域内の事業者が域外顧客にデジタル財を
販売した場合には、輸出免税が適用されず、VAT が課された価格で販売せざるを得ない状
況にあった。B to Bに関するリバースチャージ方式（後述）の適用は、｢純粋サービス｣(及
び国際電話サービス)に限定されていたため、デジタル財の提供を含むサービス一般に広げ
るためには、第 6次指令の改正が必要であった。 
また、B to Cについても、EU域内に事業拠点を持たない域外の事業者が EU域内の消費

者にサービスを提供する場合には、EU において VAT 登録を求め、その申告・納付をさせ
るために第 6 次指令の改正を必要とした。なお、登録は EU 加盟国のいずれか 1 ヶ国にイ
ンターネットを利用して行う。ここで使用される VAT の申告書は、EU 加盟国の数である
15のラインが設定され、サービスを提供する消費者の所在地ごとの VAT税率を適用して各
加盟国の税額を記入するようになっており、納税後、それぞれサービスが消費された国に

配分される仕組みである。さらに、内外判定については、次のように整理されるように提

案された。 
 
ア. EU 域外の事業者が域内の消費者にサービスの提供を行う場合には、課税地は EU
である。したがって、VATは課税され、域外事業者は登録が必要とされる。 
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イ. EU 域内の事業者が域外の消費者にサービスの提供を行う場合には、課税地は域外

である。したがって VATは課税されない。 
 
これらの改正は、 2002 年 2 月 12 日の EU 蔵相理事会で合意され、指令

（Directive77/388/EEC）の改正として 5月 7日に公表された。改正指令は、2003年 7月
1日より施行される（COUNCIL DIRECTIVE 2002/38/EC 7 May 2002）。また、同日で理
事会規則（COUNCIL REGULATION（EC）No792/2002）も公表されており、納税通貨
のルールや納付額不足の場合の取扱い等について取り決められた。 

EUの VAT指令の改正は、1998年 OECDオタワ閣僚級会合で合意された原則に沿った
ものである。日本も同様な付加価値税制度を有する国であり、国際的な協力の下、税務執

行性を確保するための前提として、国際的な共通のルールである「消費地課税の原則」と

の整合性を持たせる必要性があると考える。 
 

(３) 課税の考え方 

① 消費地課税原則の範囲  

｢消費地課税の原則｣とは、「国境を越える取引についての消費課税のルールは、消費され

る場所の管轄で課税されるべきである」（OECD 租税委員会報告「電子商取引:課税の基本
的枠組」ボックス 3(v)）とされる。 
当該原則は、電子商取引に係る現行消費税の問題点で指摘した項目すべてについて適用

すべきであると考える。さらに、それは電子商取引における役務等の提供に限定されるこ

となく、国際通信、有形記憶媒体で輸入されるソフトウェア、特許権等の使用の対価の支

払等にも適用し、消費税制度全般に整合性を持たせる必要がある。 

② 消費地の特定 

消費地課税の原則における「消費地」をいかに定義するかという問題である。 
その要点をまとめると次のようになる。 
 

B to B：デジタル財等を受け取った事業者の事業拠点（本店や支店） 
B to C：消費者の通常の住所地 

 
B to C について「通常の住所地」としている理由は、消費地を実際にダウンロードした
場所とする考えでは、ラップトップパソコンを持ち歩いて海外旅行をしているような場合

には消費地を特定できないことや、納税者の立場からも課税関係が複雑になるという問題

が生じるためである。実務的には、所得税法上の｢居住者｣のように、その者の住所や 1 年
以上継続した居所が実際に国内にあるかどうか等により判定することが考えられる。 
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③ 課税方法 

徴税方法は、B to Bについては国内事業者がリバースチャージにより申告納税する方式
が容易と考える。B to Cについては、課税事業者に納税者番号を整備の上、外国事業者が
申告納税する方式を検討する。 

ア B to B リバースチャージ方式 

現行消費税の下では、電子商取引を含め役務等の提供に関して、国内に事務所等を持た

ない外国事業者には有利となり、国内事業者に不利となっている状況が存在しており、課

税の中立性の観点から、その競争条件の不均衡を是正するシステムが必要である。 
リバースチャージ方式とは、海外から役務等の提供を受ける場合、課税の中立性を確保

し、内外の事業者間の競争条件を均等化するために、役務受領者が役務提供者の代わりに

自らの VATの申告書においてインプットタックス（仮払消費税）とアウトプットタックス
（仮受消費税）を認識する方法である。95%以上の課税売上割合の事業者であれば、これら
の仮払消費税と仮受消費税は同額となり相殺されるので、何ら新たな負担は生じない。EU
では、B to B に適用されている。 
この方式の導入は、課税売上割合が低い事業者にとって、控除対象外仮払消費税が多く

なり、消費税の納税額が増加することになる。このため、現行制度と比較すると新たな負

担の発生と見ることもできる。しかしながら、この方式の導入がない場合には、現行制度

の歪みを利用して、消費税の回避のためにソフトウェア等の調達ルートを国内から海外に

シフトすることが考えられる。これは、特に課税売上割合の低い事業者にとっては取り得

る選択肢であろう。その結果、国内事業者にとっては、現行消費税の仕組みが、外国事業

者との競争上、ますます不利に働くことになる。これは、課税の中立性の原則に照らして

問題であり、競争条件の内外無差別の必要性からリバースチャージ方式の導入を検討すべ

きであると考える。 

イ B to C 登録による申告方式 

外国事業者に消費税上の登録を求める。リバースチャージ方式は、消費者が課税事業者

ではないのでB to Cには適用できない。EUでも登録による申告納税方式を採用している。
日本では、EUのように消費者が多くの隣接国に所在し、異なる税率が適用され、そしてそ
れぞれの国家に税額を分配するといった問題がないため、EUと比較して負担は少ないもの
と考えられる。 
これは現行の消費税の申告制度を踏襲するものであるが、現行の帳簿記載要件、証票の

保存要件等を税務執行上、確認できるようにすることが必要である。また、現行の基準年

度の免税事業者制度や基準年度の仕組みを見直す必要もあると考える。また、申告納税制

度の代替する仕組みとして源泉徴収方式も検討する必要がある。 
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(４) 租税回避防止措置と執行可能性 

B to Cについては、外国事業者が日本で消費税の申告・納税を行う方向で改正がなされ
れば、その租税回避行為をいかに防止するかが重要となる。以下は、租税回避防止に役立

つと考えられる措置の例示である。 

① 納税者及び消費者の特定 

ア. 取引申込フォーマットの国際標準化により、事業者と消費者（及び消費地）がそれ
ぞれから特定できるようにする。 

イ. EU 型の国別納税番号登録制度を国際標準化し、そのデータベースを国際間でレシ

プロ的に共用する。 
ウ. 国際標準の消費者保護ガイドライン（1997年 2月 EU「隔地契約についての消費者
保護に関する欧州議会と閣僚理事会指令」、1999 年 12 月「OECD 電子商取引のた
めの消費者保護ガイドライン」）に基づく情報の提供を各国の国内法で導入する。日

本においても、インターネット上の店舗と特定商取引に関する法律（旧 訪問販売取
引法）により事業者の開示要件（通信販売業者名、住所、電話番号等）を求めてい

るため、実務上、海外の事業者にも適用できるように国際間の協力が必要である。

匿名性の排除は、このような立法により阻止する必要がある。また、「マーク制度」

は、一定の基準を満たす業者には、電子商取引のためのインターネット上のウェブ

ページにマークを表示することを許諾し、消費者がこのマークを表示している業者

と取引するように誘導することにより「雲隠れ」などの被害を予防するものである

（米国にはベター・ビジネス・ビューロー（BBB）がある。日本では社団法人日本
通信販売協会と日本商工会議所が共同で運営する「ショッピング・トラストマーク」

がある）が、このような制度と消費税の登録を組み合わせることも有効な租税回避

防止策になると考える。 

② 納税方法 

B to Bの場合には、役務等の受領者である国内の事業者がリバースチャージにより申告
することになるが、その派生効果として、課税当局は国内事業者が輸入する役務等につい

ての情報が入手可能となる。特に、サービス・無体財産の価格について情報が入手できる

ため、移転価格等の他の課税問題に対処するための情報収集システムとしても有用と考え

られる。さらに、所得課税における移転価格操作を抑制する効果をもつ可能性もある。 
B to Cの場合には、申告納税制度を導入する。この場合には、現行消費税制度と同様に、
外国事業者が居住者等を納税管理人として届けることになろう。納税管理人に対し、現行

の帳簿の写しや証票の保存要件を税務執行上、確認できるように課することも検討すべき

である。さらに、より確実に納税を担保する仕組みとして、源泉徴収方式を利用すること

が考えられる。しかしながら、この場合には、金融機関の協力が必要となることが予想さ



35 

れるため、その負担をどのように補償するかも考えなければならない。 
 

③ 免税事業者の取り扱い 

ア. 基準年度制度の廃止も含め、その見直しを検討する必要がある。外国法人にしても、
基準年度に課税売上高が 30 百万円なければ免税事業者になるわけであり、複数の
外国法人が 2年ごとに交代で日本向けのインターネットのデジタル財の販売を行え
ば、課税回避をすることができる。日本国内の事業者であれば課税回避行為として

比較的容易に把握できるのに対して、そのような行為をしている外国事業者を把握

することは困難であると考えられる。基準年度制度の廃止は国内事業者にも影響が

あるが、例えば EUでは課税事業年度ごとの免税事業者の判定基準金額が決められ
ており、十分機能していると考えられる。 

イ. また、外国事業者がその関係会社を利用し、免税売上になるように売上を配分する
ことは比較的に容易できるものと考えられる。これら外国事業者の同族関係者の範

囲の特定が困難であるため、国際間の調査協力が必要である。 
 

(５) まとめ 

以上、電子商取引における消費税課税のあり方について、OECD で主張されている課税
の中立性の観点から現行消費税を検討し、現行消費税について問題と考えられるいくつか

の事項を提示した。電子商取引の更なる成長ともにインターネットによるデジタル財の流

通が急激に拡大することが予想されるが、それに伴い現行消費税制上の欠陥がますます浮

き彫りになると考えられる。 
これに対処する方向性として、内外の競争条件の歪みを是正するために、電子商取引及

び関連する項目に対して、消費税制度上、「消費地課税の原則」を導入することが望ましい

と考える。 
また同時に、電子商取引の課税問題には、各国政府の課税権確保（または課税権侵食阻

止）の問題が存在すると考える。すなわち、電子商取引においては、法人課税における恒

久的施設概念による伝統的所得配分方法はますます困難を増しており、また、使用料の所

得区分による源泉課税の範囲を不明確にしたまま拡大解釈を採ることも認めがたい。した

がって、我が国が公正な課税権を確保するため、換言すれば、課税権の侵食を防止するた

めにも、現行消費税制度を国際的な水準で整備することが急務であると考える。 
 

以 上 
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